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予算修正についてです 

私たちは今定例会も予算修正案の提出を準備しておりました。コロナ対

応で予算議会の審査日が大幅に削減されたことで修正案の提出を取りや

めました。資料を作成していただいた皆さんには、大変申し訳なく思いま

す。ありがとうございました。 

 昨年の１０月からの消費税増税に加え、新型コロナの感染による影響が

区民の生活に大きな影響を与えることになります。 

こうした時だからこそ、区民にとって一番身近な区政の役割が求められま

す。今回の修正案はどれも区民にとって重要な内容です。修正案は事前に

区長に提出させていただきました。今後の施策にぜひ生かしていただくよ

う要望し質問にはいります。 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策についてです 

① はじめに、災害を乗り越えられる職員の増員についてです。 

１０年前、区の職員は２，３８２人でしたが、現在は２，１５８人に２００

人以上減っています。 

一人の職員が受け持つ区民は８５人から、現在は１２０人になっています。

区民要望も１０年前とは大きく違って多様化しているだけに、職員も大変です。 

 

今回のコロナウイルス問題が発生してから、庁内の動きを見ているとバタバ

タしているとしか思えません。政府の突然の発表もあり大変な状況はわかりま

すが、港区内で患者が出ていないのにこんな事態では心配です。 

首都直下地震を考えると、今の職員体制では対応ができないのではと心配で

す。どんな災害が起きても、区民の安全・安心、生命を守れる体制が必要です。 

人員配置計画を、抜本的に見直し、職員を増やす方向に転換すべきです。 

 

（指定管理：Ｈ２１年…７８施設、Ｈ３１年…２０５施設） 

【答弁】 

ただいまの共産党議員団を代表しての熊田(くまだ)ちづ子(こ)委員の総括質問

に順次お答えいたします。 
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最初に、新型コロナウイルス対応についてのお尋ねです。 

まず、職員の増員についてです。 

区では、保育定員の拡大や児童相談所の設置準備等の新たな行政需要や課題

に迅速かつ的確に対応できる職員を配置してまいりました。 

また、今回の感染症対応等のように緊急的・臨時的な対応が必要な場合は、年

度途中の人事異動や関係部門からの応援体制により対応しております。 

今後も、指定管理者や委託などによる民間の力も活用しながら、区民の安心・

安全を守れる体制を堅持できるよう、必要な職員を適正に配置してまいります。 

 

② コロナウイルス問題は日本経済に深刻な影響を与えています。このまま事態

が改善しなければ、雇用問題が発生しかねません。 

区民が雇用問題で、気軽に、何でも相談できる窓口を設置すべきです。 

【答弁】 

次に、雇用問題の相談窓口の設置についてのお尋ねです。 

本年２月１４日、厚生労働省東京労働局は、新型コロナウイルス感染症の影

響による特別労働相談窓口を開設しました。 

区は、産業振興課専用ホームページ「ＭＩＮＡＴＯあらかると」でこれらの

各種相談窓口に関する情報提供を行っております。 

区といたしましては、現状では、雇用問題の相談窓口の設置は考えておりま

せんが、引き続き東京労働局やハローワーク品川等と連携し、就労支援に取り

組んでまいります。 

新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、引き続き注視してまいり

ます。 

 

③ 緊急児童居場所づくり事業、学童クラブ、放課Ｇｏ→クラブに通う児童は、

お弁当が必要です。ここに通う児童の親は、仕事をしながら、子どものお弁当

作りで大変です。 

学校給食室を利用した、食事の提供をすべきです。 

 

【答弁】 

次に、学校の休業中の児童の受入れにかかる経費負担についてのお尋ねで

す。 
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３月２日からの学校の臨時休業に伴い、すべての学童クラブにおいて、午前

８時から午後７時までの学童の受入れを行っております。 

また、３月９日からは、学校の図書室や校庭、体育館を活用した緊急児童居

場所づくり事業も実施しております。 

事業者の皆さんには、急なお願いにもかかわらず、人員の確保など迅速にご

対応いただき、子どもの居場所を確保することができました。このことに伴う

人件費の増加につきましては、既存の契約を変更し、適切に対応しております。 

両事業に係る経費については、国に対し、請求してまいります。 

 

【答弁】 

ただいまの共産党議員団を代表しての熊田(くまだ)ちづ子(こ)委員の総括質問

に順次お答えいたします。 

最初に、新型コロナウイルス対応についてのお尋ねです。 

まず、給食調理室を活用した食事の提供についてです。 

学校の給食調理室の調理器具は、一度に３００食から１５００食を調理する

仕様であるため、緊急居場所づくり事業等に来ている子どもたち向けの１０食

から３０食程度の少ない食数への対応は厳しい状況です。また、来校する児童

数が流動的であり、食材の量が確定しないため、事前発注が困難であります。 

さらに、食物アレルギーを持つ児童への対応は、十分配慮する必要がありま

す。緊急居場所づくり事業や学童クラブ等では、学年や学級を問わず児童が一

緒に行動しており、通常の給食時に各学級担任が行っている除去食材の最終的

な確認が難しいという課題があります。 

このことから、給食調理室を活用した食事の提供については、現時点では実

施が難しいと考えておりますが、引き続き、他自治体の臨時休業中における食

事の提供について情報収集してまいります。 

 

④新型コロナウイルス感染症対策で手洗い、消毒、うがいが、防止策として推

奨されています。これはインフルエンザでも同じです。 

児童・生徒に、手を石鹸で念入りに洗った後、流水で石鹸を洗い流すように

教えます。寒い時期に水道水で２０～３０秒洗うのは大変です。 

インフルエンザの流行は、毎年のことです。安心して手洗いができるよう、

温水が出るように、計画的に改善を進めるべきです。 
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【答弁】 

次に、学校の手洗い場の温水化についてのお尋ねです。 

学校のトイレの手洗い場に新たに温水設備を設ける場合は、児童・生徒の利用

状況に応じた給湯量や機器の設置スペース、電気やガスによる給湯機器の選定

など、多くの課題について検討する必要があります。 

今後は、温水設備の設置の必要性について学校と協議するとともに、設置が必

要な場合は、こうした課題を解決するため、他自治体の設置状況について調査

してまいります。 

  

⑤安倍首相の突然の要請で始まった今回の幼稚園、小中学校の臨時休校、休業

中の児童の受け入れ、施設の使用制限等に伴い、関係する事業者の収入減、経

費負担（人件費・光熱水費等々）については、全額負担すること。併せて、区

の負担分は国に要求すること。 

それぞれ答弁を求めます。 

【答弁】 

次に、学校の休業中の児童の受入れにかかる経費負担についてのお尋ねです。 

３月２日からの学校の臨時休業に伴い、すべての学童クラブにおいて、午前８

時から午後７時までの学童の受入れを行っております。 

また、３月９日からは、学校の図書室や校庭、体育館を活用した緊急児童居

場所づくり事業も実施しております。 

事業者の皆さんには、急なお願いにもかかわらず、人員の確保など迅速にご

対応いただき、子どもの居場所を確保することができました。このことに伴う

人件費の増加につきましては、既存の契約を変更し、適切に対応しております。 

両事業に係る経費については、国に対し、請求してまいります。 

次に、学校の臨時休業に伴う事業者等に対する区の負担についてのお尋ねです。 

３月２日からの学校の臨時休業に伴い中止となった学校給食に関して、給食

調理業務の委託事業者は、委託業務内容に含まれる清掃や点検等の調理以外の

業務を行っており、委託料は通常通りお支払いいたします。 

また、キャンセルできなかった学校給食の食材費につきましては、区で負担い

たします。 

この他、港区放課後児童育成事業「放課 GO→」は、契約に基づき、現在行っ
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ている来年度の登録受付業務に係る経費などについてお支払いいたします。ま

た、学校屋内プール管理業務委託については、監視業務や受付業務に係る手配

済みのスタッフの人件費、清掃業務等に係る経費についてお支払いいたします。

なお、学校施設開放事業及び学校遊び場開放事業につきましては、現在事業者

と協議しており、適切に対応してまいります。 

いずれにしましても、区が負担した経費につきましては、国に請求してまい

ります。 

 

消費税の引き下げを国に要請することについてです 

安倍首相は盛んに「景気は緩やかに回復している」と言っています。 

 しかし、３月９日に内閣府が発表した昨年１０～１２月期の国内総生産（ＧＤＰ）

は、年率換算でマイナス７．１％もの大幅な落ち込みです。どの指標を見ても日

本経済は危機的状況です。 

消費税が８％に増税された以降、景気は低迷、下降傾向から回復せず、１

０％への増税でさらに悪くなっています。そこに新型コロナウイルスが追い打ち

をかけています。  

 

 このまま放置すれば、日本経済は破綻します。  

今やるべきことは、日本経済の６割近くを占める家計の応援・内需の拡大・中

小企業支援です。そのために国に消費税を５％に引き下げるよう要請すべきで

す。 

 答弁を求めます。 

【答弁】 

次に、消費税の引下げを国に要請することについてのお尋ねです。 

国は、昨年１０月の消費税引上げに伴い、自動車や住宅など耐久消費財の購

入者に対する支援を行うとともに、現在も、食品などに対する軽減税率やキャ

ッシュレス決済のポイント還元制度を実施しております。 

また、現在の新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、緊急経済対策として、

国は、中小企業者への資金繰り支援などを実施し、区は、中小企業を対象とし

た「特別融資あっせん制度」を開始しております。 

区といたしましては、消費税の引下げを国に申し入れることは考えておりま

せんが、区民生活に与える影響など、引き続き情報収集に努めてまいります。 
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市街地再開発事業への補助金支出をやめることについてです 

区長は、「区内の二酸化炭素排出量は、約３８０万トンと都内で最も多い」と

述べました。 

二酸化炭素の排出量が多いのは、巨大ビルが多いからです。今年の２月２８

日現在、超高層ビル（標識設置～工事中を含む）は、３４５棟にもなります。 

市街地再開発事業はアークヒルズから始まり、昨年度まで３７年間で、２０

地区に約６７７億円（間接…４５６億円、直接…２２１億円）の補助金が支出

されています。 

２０１９年度以降、約４４４億円（間接…２３５億円、直接…２０９億円）

が予定されています。（現在７地区） 

森ビルや住友不動産など名だたる大企業がすすめる市街地再開発事業に、補

助金を支出しなくても何の問題もありません。 

私たちが取り組んだアンケートでは、補助金支出をやめるべきは、７４％に

なります。 

 区民の声に応えて、市街地再開発事業への補助金支出はやめるべきです。 

 答弁を求めます。 

【答弁】 

次に、市街地再開発事業への補助金支出をやめることについてのお尋ねです。 

市街地再開発事業は、多くの地権者の方々が参加し協同して、地域の安全性と

防災性の向上等、市街地環境の改善を図るために、土地の合理的かつ健全な高

度利用により、道路・公園等の都市基盤を整備し、広場・緑地等のオープンス

ペースを確保する公共性の高い都市計画事業です。 

地権者の方々は自らの発意と合意に基づき、まちづくりを協同で進めており、

地権者保護の観点から、市街地再開発事業への補助金は必要と考えております。   

 

５Ｇについてです 

区長は、「本年一月、港区とケーブルテレビ事業者、基地局設置事業者

の間で「次世代移動通信システム（５Ｇ）の活用促進に向けた連携協定」

を結びました。国内で初の官民連携の取り組みとして、複数の携帯電話事

業者が基地局を共有する「基地局シェアリング」を実施し、都心部で早期

に超高速通信エリアが拡大することをめざします。」と述べました。 

 ５Ｇによる強い電磁波が使われるので、人間だけでなく生態系全体に深

刻な影響を与えると考えられており、いま、世界中で大問題になっていま
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す。 

 世界保健機構（ＷＨＯ）の国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）は、携帯電話

やＷｉＦｉなどで使われる無線周波数電磁波を「発がん性の可能性がある」

と認めています。 

 がんの他にも、免疫系や神経系など多くの疾患に関わると考えられてい

ます。 

 世界で大問題になっている時に、安易に区有施設に基地局を提供すべき

ではありません。見直すべきです。 

 答弁を求めます。 

【答弁】 

次に、５Ｇについてのお尋ねです。 

携帯電話等が使用する電波については、国が安全性を確認するため、国際的な

ガイドラインと同等の「電波防護指針」を策定しており、携帯電話の基地局等

の設備は、この指針に沿った規制基準を満たしていることを確認した上で設置

されます。 

５Ｇの活用に当たっては、その有効性や安全性について区民に分かりやすく

お伝えしてまいります。 

 

精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給することについてです 

私たちは、一貫して精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給するよう

提案してきました。 

 港区は、遅れていた精神障害者の施策を行うので、「手当の支給はしな

い」との答弁です。 

 精神障害者施策を充実させることは大いに歓迎です。だから手当を支給

しないというのは、道理が通らないことを指摘してきました。 

この間、各区の共産党区議団の奮闘で、１３区（品川区、杉並区、足立

区、大田区、文京区、世田谷区、北区、練馬区、中央区、千代田区、渋谷

区、中野区、新宿区：４月から）が支給しています。都心区で実施してい

ないのは港区だけになりました。 

障害を理由とする差別の解消法は、「行政機関は、その事務事業を行う

に当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取り扱いをす

ることにより、障害者の権利利益を侵害してならない」としています。    

港区の条例は、障害者でありながら、障害者としての扱いから排除して

います。 

これ以上精神障害者を除くという姿勢は改め、精神障害者にも心身障害
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者福祉手当を支給すべきです。 

 答弁を求めます。 

【答弁】 

次に、精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給することについてのお尋ね

です。 

区は、平成１７年の障害者自立支援法の成立によって、身体、知的、精神の

三障害共通の制度となったことを機に、区立精神障害者地域生活支援センター

事業を開始し、相談体制を強化するとともに、グループホームの整備を進める

ことで、精神障害者が地域で安心して暮らせるよう支援しております。 

また、精神障害者の就労の場の確保や、就労支援事業所への発注を進めるなど、

精神障害者の多様な働き方を支援しております。 

精神障害者への心身障害者福祉手当の支給は予定しておりませんが、今後も、

短期入所や生活体験プログラムなどを実施し、精神障害者に寄り添い、更なる

施策の充実を図ってまいります。 

 

都立病院を都立のままで残すことについてです 

昨年１２月の都議会で小池知事は都立病院を地方独立行政法人（以下独法

化）に移行する方針を突然表明しました。独法化になると経営効率化が優

先され、これまで都立病院として果たしてきた地域医療や感染症や災害時

の医療、不採算部門の医療が切り捨てられる可能性があります。独立採算

で利用者負担が増えるおそれもあります。実際に独法化第１号の健康長寿

医療センターではベッド数が１６１床減らされました。都立の時は原則無

料だった差額ベッド代が独法化後は病床の２５％が差額ベッドとなり大

幅引き上げになりました。 

 これまでも私たちは、病院関係者、広尾病院を利用する皆さん、「広尾

病院を都立のままで存続・充実させる会」の皆さんと一緒に独法化をやめ

させる運動に取り組んできました。 

 新型コロナウイルスによる感染への対応でも公的病院の果たす役割は

大きいです。 

東京都に対し都立病院の独法化をやめるよう申し入れるべきです。 

答弁を求めます。 

【答弁】 
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次に、都立病院を都立のままで残すことについてのお尋ねです。 

東京都は、平成 30 年２月に都立病院の将来像を示す平成 30 年度から令和５年

度の中期計画案を公表しました。その中で、都立病院ごとの役割について明確

化しています。 

区といたしましては、都立病院は、区民に対する質の高い医療サービスや、

災害医療の拠点として重要な役割を担っていると認識しております。 

区が、東京都に対し、都立病院の独立行政法人化をやめるよう申し入れること

については考えておりませんが、今後とも、東京都の動向について情報収集を

するとともに注視してまいります。    

 

聞こえの支援についてです。 

耳が遠くなりコミュニケーションをとることが難しくなった高齢者は、家庭のな

かでも社会的にも孤立してしまいます。 

東京都医師会の会長は、共産党都議団主催の「聞こえの勉強会」のあいさつ

で、「目、耳、歯はすごく大事で、全部しっかり治していくと、健康で認知症にな

らないで生活できます。」と述べました。 

高齢者の聞こえを支援することは、健康で長生きするうえで重要です。

日本耳鼻咽喉科学会が認定した「補聴器相談医」に診てもらい、「認定補

聴器技術者」のいるお店に相談することが大事です。 

 すでに全国２４自治体で現物支給、購入費の助成を行っています。２３

区では、（大田区、中央区、葛飾区、江戸川区、千代田区、墨田区、江東

区、新宿区）８区が購入費助成か補聴器を支給しています。 

１、区独自検診として、聴力検査を実施すること。 

 

１、他区に遅れることなく、補聴器購入助成を行うべきです。 

 

それぞれ答弁を求めます。 

【答弁】 

次に、聞こえの支援についてのお尋ねです。 

まず、聴力検査についてです。 

高齢者の健康維持や日常生活の機能低下の予防には、加齢性難聴による聴力

の低下の早期発見が重要なことの一つとされております。 

聴力検診の実施に当たっては、適切な対象者の設定や実施医療機関の確保、

検診後の指導や支援などの体制整備が必要で、特に、耳鼻科の診療機関は限ら

れていることから、専門医の確保が課題であると認識しております。 
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今後は、港区医師会とも情報共有を図りながら、体制整備について検討してま

いります。 

次に、補聴器購入費の助成についてのお尋ねです。 

区では今年度、耳の聞こえに関する相談状況の確認や、港区医師会、補聴器を

調整する技能者へのヒアリングを通して、補聴器使用の課題等について把握し

てまいりました。補聴器の購入や使用に当たっては、補聴器相談医の受診や、

専門知識を持つ認定補聴器技能者による丁寧な調整が必要です。 

今後は、港区医師会や認定補聴器技能者が在籍する区内の販売店などからも

助言をいただきながら、補聴器使用の効果的な支援策について検討してまいり

ます。 

 

民泊についてです 

一般質問で区長は、「１８０日以外の期間を賃貸借で使用する場合、１

ヶ月未満での賃貸借契約は旅館業法に抵触するおそれがあるため事業者

が正しく理解する必要がある。講習会や立ち入り検査などの機会を活用し

て旅館業法も周知する。住宅宿泊事業を実施していない期間の使用方法に

ついても事業者に確認していく」と答弁しました。 

なし崩しに民泊の上限を超えた営業を許さないためにも、重要な答弁で

す。 

民泊以外の使用方法の確認は、具体的にどのようにするのか答弁を求め

ます 

 

① 「地域住民と事業者が相互理解のもと、協定書が締結されるなど、

住宅宿泊事業が地域に受け入れられるよう、法令の遵守や近隣への

配慮について指導助言していく」との答弁でした。 

協定書の締結は住民の安全安心を守る上で重要です。区として、協定書

のひな形を作成し、京都市などを参考に条例にも協定書の締結に努めるよ

う定めるべきです。 

 

② 住民の暮らしの すぐそばで、簡易宿所や民泊等の集客施設ができる

ことで近隣とのトラブルが増えることが予想されます。京都市は住
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民の不安や疑問に丁寧に、そして住民の立場に立って、パンフレッ

トを作成しています。 

 これらを参考に住民に寄り添ったパンフレットを作成すること。２点答

弁を求めます。 

【答弁】 

次に、住宅宿泊事業についてのお尋ねです。 

まず、住宅使用方法の確認についてです。 

区は、住宅宿泊事業の届出があった際に、運営に当たり遵守する事項などを

事業者に 説明するとともに、定期的に講習会を開催し、旅館業法や住宅宿泊

事業法に違反することがないよう、適正な運営について指導しております。 

今後は、届出があった際に、事業の運営の見込みや、事業を行っていない期

間の使用方法についてあらかじめ確認してまいります。また、事業開始後に近

隣からの苦情等を受けて立入検査を行う際にも、事業の運営状況等を改めて確

認するとともに、適切に指導してまいります。 

次に、協定書締結の条例化についてのお尋ねです。 

 区は、事業者が住宅宿泊事業を行う場合に、周辺地域の良好な生活環境の維

持に努めなければならないと条例で規定しており、 届出の際に、手引き等に

より事業者の責務について説明しております。また、実際に生活環境の悪化に

つながる行為が行われている場合には、適切に事業者を指導しております。 

条例に協定書の締結については定めておりませんが、地域住民と事業者が相互

理解のもと、協定書を締結する場合に、参考となる雛形の作成を検討するとと

もに、住宅宿泊事業が地域に受け入れられるよう、事業者に指導、助言をして

まいります。 

次に、パンフレットの作成についてのお尋ねです。 

 区は、住宅宿泊事業を含め、旅館やホテル、簡易宿所などの宿泊施設が近隣

にできた場合に、住民が制度について理解できるよう、分かりやすいパンフレ

ットの作成を目指し、現在その内容について検討しております。 

 このパンフレットには、地域住民と事業者が協定書を締結する際に、参考と

なる雛形や、問題が生じた場合の相談先についても 盛り込み、住民の立場に

立った内容にしてまいります。 

 

新型コロナウイルス感染症対策特別融資についてです 

「新型コロナウイルス感染症対策特別融資」に相談者が殺到しています。 
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 予定では融資総額１０億円ですが、今の申し込み状況からすれば、大幅に上

回る見込みです。 

①  だれ一人取り残すことがないように、融資枠の拡大、受付期間の延長を行

うこと。 

② 融資枠が５００万円で良いのか。実情に合わせ、必要であれば１，０００万円

に拡大すること。 

③ 現在、中小企業融資を利用している人も、影響は深刻です。返済猶予、返

済期間の延長を金融機関、信用保証協会などに要請すべきです。 

  併せて、それに伴う費用負担が発生した場合は、区で助成すること。 

  それぞれ答弁を求めます。 

【答弁】 

次に、新型コロナウイルス感染症対策特別融資についてのお尋ねです。 

まず、上限額を超える場合の対応についてです。 

現在、区が実施している新型コロナウイルス感染症対策特別融資について、

金融機関の融資実行額が当初の融資目標額の１０億円を超えることが見込まれ

る場合には、受付期間の延長も含め検討してまいります。 

次に、あっせん限度額を 1,000万円まで拡大することについてのお尋ねです。 

区は、現在、より多額の資金が必要な区内中小企業者に対して、新型コロナウ

イルス感染症対策特別融資に加え、従来から実施している 2,000 万円までの融

資あっせんが可能な緊急支援融資などの各種融資制度を合わせて活用していた

だいております。 

そのため、現時点では、感染症対策特別融資のあっせん限度額を 1,000 万円

まで拡大することについては考えておりませんが、新型コロナウイルス感染症

拡大に伴う区内中小企業経営への影響などを注視しながら、必要な支援策につ

いて検討してまいります。 

次に、返済猶予、返済延期についてのお尋ねです。 

区は、金融機関に対して、区内中小企業者へ実行された融資の返済猶予など

の条件変更に、迅速かつ柔軟に対応するよう要請してまいります。 

また、融資条件の変更に伴い発生する手数料を区が助成することにつきまし

ては、まずは、金融機関に対して、区内中小企業者に過度な負担が生じないよ

う、特段の配慮を要請してまいります。 
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高層マンションや、高層ビルの浸水対策条例の制定についてです 

 

昨年の台風１９号で武蔵小杉周辺のタワーマンションが浸水し、マンション

の生命線ともいえる電源部が浸水し、停電、エレベーターが動かなくなりまし

た。 

  

滋賀県草津市では、琵琶湖に隣接していることから、豪雨による浸水被害を

防ぐために、「草津市建築物の浸水対策に関する条例」を制定し、新築する場合、

電気室を想定水位より上に設置することや、地下室を設ける場合には、防水版

の設置を義務づけています。 

 港区には、タワーマンションや高層ビルが数多くあります。首都直下地震や

大型台風等による高潮や津波によって、地下にある電気室、エレベーターの機

械室 

が浸水し、機能が停止してしまう恐れがあります。 

 それを防ぐために 新築は当然のこと、既存の建物についても対策を義務づ

ける条例を制定すること。併せて助成制度も検討すること。 

 それぞれ答弁を求めます。 

【答弁】 

次に、高層マンションの浸水対策についてのお尋ねです。 

まず、浸水防止対策条例についてです。 

建築物の地下に電気室などの配置を規制することは、建築計画を制限すること

につながります。 

区は、浸水防止対策条例を制定することは考えておりませんが、引き続き、

建築主に浸水対策について、関係機関と協議するよう促してまいります。 

最後に、助成制度についてのお尋ねです。 

区では、高層マンションで結成された防災組織に対し、新たに本年４月から

浸水対策として止水(しすい)パネルや水(すい)のう袋などの資機材の助成を行い

ます。 

また、高層ビルに対しては、浸水ハザードマップなどにより、適切な浸水対

策が講じられるよう情報提供に努めてまいります。 

よろしくご理解のほどお願いいたします。 

教育に係わる問題については、教育長から答弁いたします。 
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学校の登下校、とりわけ通学路での安全確保についてです 

 2月 4日に虎ノ門交差点で起きた悲しい事故を教訓に、２度と同じような事故

を起こさない観点で質問をいたします。 

 

 事故があったとき交差点は工事中で「仮囲い」があり、横断歩道に面した角

の部分はかなり高い壁で見通しが悪くなっていました。事故後すぐに「仮囲い」

は取り外されカラーコーンが置かれ、誘導員が配置されています。 

 この場所は通学路として学校側も認識している場所です。かなりの距離を通

って来る児童もいます。現在、シルバー人材センターの誘導員の方は学校近く

の交差点にしか配置されていません。 

① 学校の近くだけでなく、すべての通学路に配置すること。そのための人員

増をすること。答弁を求めます。 

 

「芝浦４丁目の交差点で登下校時の子どもたちの安全を守る」ことについて、

土木費で誘導員を増やすよう質問しました。「教育委員会と協議をする」との答

弁でした。仮囲いで見通しが悪い上に歩車分離式信号ではなく交通量も多いこ

の場所は事故が起きた交差点と類似しています。 

 

② 子どもたちの安全を守るために誘導員を増員すること。答弁を求めます。 

【答弁】 

次に、通学路での安全確保についてのお尋ねです。 

まず、すべての通学路への登下校誘導員の配置についてです。 

子どもたちの安全は地域で守るという観点から、登下校誘導員を港区シルバ

ー人材センターに委託し、現在、約１６０名の高齢者の方にお願いしていると

ころでございます。 

登下校誘導員は、登校時１時間、下校時３時間の業務のため希望者が少なく、

シルバー人材センターからは人材の確保が難しいと聞いております。このこと

から、すべての通学路に登下校誘導員を配置することは困難なため、学校等と

協議のうえ、交通量や通学する児童数が多いなど、より必要な箇所に配置し、

安全が確保されるよう努めてまいります。 

また、区長部局を通じて、大規模開発事業者には、危険箇所などを点検させ、

交通誘導員の配置を含む安全対策について申し入れを行ってまいります。 
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今後とも、学校、ＰＴＡ、町会・自治会、警察署、総合支所等との連携を強

化し、地域とともに通学路の安全対策に万全を期してまいります。 

次に、芝浦四丁目交差点の登下校誘導員の増員についてのお尋ねです。 

現在、芝浦小学校では、交通量の多い芝浦四丁目交差点に２か所、登下校誘

導員を配置しております。 

来年度から芝浦小学校において登下校誘導員の配置をさらに１か所増やす方

向で、学校及び委託先であるシルバー人材センターと調整を進めているところ

でございます。 

 

 

学校図書館の業務委託についてです 

平成１４年度から学校の図書館に図書館専任職員（RAS）が配置され１

７年になります。RASの皆さんの果たしてきた役割は非常に大きく、毎日

職員のいる図書館が実現しました。 

RAS については、議会からも処遇の改善、複数配置、報酬の引き上げ、

交通費の支給など求めてきました。 

しかし教育委員会は１７年間、時給や交通費の支給には耳をかさず、そし

て今回の突然の業務委託です。RASの皆さんには一言の相談もなく、意見

も聞かずに進めるひどいやり方です。 

 学校図書館専任の職員は児童・生徒、先生方と直接関わり、読書支援、

授業支援と教育と一体となった支援が求められます。民間委託にはなじみ

ません。業者任せの運営にせず、これまでＲＡＳさん始め学校の先生、関

係者が長年築いてきた学校図書館の良さを持続発展させるべきです。答弁

を求めます 

 

学校図書館を担ってきたＲＡＳさんの多くがこれまで同様、図書館専任

職員として継続を希望しています。一人一人の希望を聞いて希望に添った

仕事が続けられるよう、業者を指導すべきです。答弁を求めます。 

【答弁】 

次に、学校図書館の業務委託についてのお尋ねです。 

まず、学校図書館の魅力を持続発展させることについてです。 
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これまで学校図書館では、学校司書とともに、リーディングアドバイザリー

スタッフが中心となり、読書活動を推進する「読書センター機能」の充実を図

ってまいりました。 

令和２年度からは、新学習指導要領において、学校図書館の機能の充実が求

められていることから、これまでの「読書センター機能」に加え、学習環境充

実のための「学習センター機能」、情報リテラシーを育む「情報センター機能」

を新たに加えることといたしました。 

今後は、学校図書館の運営に高い専門性をもつ委託事業者と、学校、教育委

員会の連携をさらに強化するとともに、新教育センターが担う学校図書館支援

センターとしての機能を高めることで、これまでリーディングアドバイザリー

スタッフが築いてきた学校図書館の魅力を、より一層高めることができるよう、

努めてまいります。 

最後に、リーディングアドバイザリースタッフの希望に沿った仕事の継続に

ついてです。 

教育委員会はこれまで、学校やリーディングアドバイザリースタッフから、

学校図書館運営に係る意見や来年度の勤務に関する意向を丁寧に伺ってまいり

ました。 

令和２年度からの学校図書館職員の採用に当たっては、リーディングアドバ

イザリースタッフの意向に可能な限り沿うよう委託事業者に伝えてまいります。 

今後も、学校図書館運営に携わる方々から意見を伺う機会を設け、いただいた

意見や要望を、委託事業者と学校、教育委員会が共有し、各学校の学校図書館

運営に生かしてまいります。 

よろしくご理解のほどお願いいたします。 

 

再質問 

 熊田 ちづ子 委員（共産党議員団） 

 

《再質問》 

精神障害者にも心身障害者福祉手当を支給することについて 

 

《質問要旨》 

 平成１７年の障害者自立支援法の成立により、身体、知的、精神の三障害共

通の制度となった時点で、制度の見直しを行いい、心身障害者福祉手当の支給

対象に精神障害者を含めるという対応をしなければならなかった。 

 それを今まで対応してこなかったことが課題だと考える。 

再度答弁をしてもらいたい。 
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《区長答弁要旨》 

区は、障害の種別や重さに応じて、必要なサービスの提供に努めてきた。 

今後もその方針に従い、現状を把握しながら、必要なサービスの充実に努めて

いく。 


